
随 意 契 約 に お け る 参 加 者 の 有 無 を 確 認 す る 公 募 手 続 の 実 施 に

つ い て （ 公 告 ）  

 随 意 契 約 に お け る 参 加 者 の 有 無 を 確 認 す る 公 募 手 続 に つ い て 次 の と

お り 公 告 す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ４ 月 ３ ０ 日  

 

              柏 崎 市 副 市 長  西  巻  康  之  

 

 

 

１  公 募 の 趣 旨  

こ の 公 募 の 対 象 と な る 松 波 資 源 物 リ サ イ ク ル ス テ ー シ ョ ン 賃 貸

借 契 約 （ 長 期 継 続 契 約 ） （ 以 下 「 本 契 約 」 と い う 。 ） は 、 松 波 資 源

物 リ サ イ ク ル セ ン タ ー の 閉 鎖 に 伴 い 、 仮 設 の 資 源 物 回 収 施 設 を 一 時

的 に 設 置 す る も の で あ り 、 特 定 の 者 を 相 手 方 と す る 契 約 手 続 を 行 う

予 定 と し て い る が 、 当 該 特 定 の 者 以 外 の 者 で 下 記 の 公 募 要 件 を 満 た

し 、 本 契 約 を 希 望 す る 者 の 有 無 を 確 認 す る 目 的 で 、 参 加 意 思 確 認 申

請 書 の 提 出 を 求 め る 公 募 を 実 施 す る も の で あ る 。  

公 募 の 結 果 、 応 募 者 が い な い 場 合 、 応 募 者 が あ っ て も 公 募 要 件 を

満 た す と 認 め ら れ る 者 が い な い 場 合 又 は 公 募 要 件 を 満 た す と 認 め

ら れ る 者 が 全 て 辞 退 し た 場 合 は 、 特 定 の 者 と の 随 意 契 約 の 手 続 に 移

行 す る 。  

な お 、 公 募 要 件 を 満 た す と 認 め ら れ る 者 が い る 場 合 は 、 指 名 競 争

入 札 、 見 積 合 せ 又 は 企 画 競 争 （ 以 下 「 指 名 競 争 入 札 等 」 と い う 。 ）

を 実 施 す る 。  

２  契 約 等 の 概 要  

⑴  件 名  松 波 資 源 物 リ サ イ ク ル ス テ ー シ ョ ン 賃 貸 借 契 約 （ 長 期 継

続 契 約 ）  

⑵  登 録 業 種  １ ０ ０ ＿ リ ー ス ・ レ ン タ ル  ０ ９ ９ ＿ リ ー ス ・ レ ン

タ ル ＿ そ の 他 の う ち 、 建 物 の 設 置 が 可 能 か つ リ ー ス 契 約 が 可 能 な

市 内 本 店 、 市 内 支 店 、 県 内 本 店 又 は 県 内 支 店 の 事 業 者  

⑶  契 約 の 内 容  別 紙 仕 様 書 の と お り  



⑷  契 約 期 間 等  

ア  契 約 期 間  契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 １ ３ 年 （ ２ ０ ３ １ 年 ） １ ０

月 ３ １ 日 ま で  

 イ  建 物 の 工 事 期 間  契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ）

１ ０ 月 ２ ４ 日 ま で  

 ウ  賃 貸 借 期 間  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） １ １ 月 １ 日 か ら 令 和 １

３ 年 （ ２ ０ ３ １ 年 ） １ ０ 月 ３ １ 日 ま で  

⑸  設 置 場 所  柏 崎 市 大 字 橋 場 地 内  鯖 石 川 改 修 記 念 公 園 駐 車 場  

３  参 加 資 格  

参 加 意 思 確 認 申 請 書 を 提 出 す る 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も

の で な け れ ば な ら な い 。  

⑴  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４

の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

⑵  参 加 意 思 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 日 の 午 後 ５ 時 時 点 で 、 柏 崎 市 物

品 入 札 参 加 資 格 審 査 規 程 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 告 示 第 ９ ３ 号 ） 第 ６ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 名 簿 に お い て 、 項 番 ２ の ⑵ に 記 載 の

登 録 業 種 の 区 分 で 搭 載 さ れ て い る こ と 。  

⑶  こ の 公 募 の 公 示 日 か ら 契 約 日 ま で の 期 間 に お い て 、 柏 崎 市 建 設

工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 領 （ 平 成 ７ 年 制 定 ） 又 は 柏 崎 市 物

品 調 達 に 係 る 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 領 （ 平 成 ２ ２ 年 制 定 ） に よ る

指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  

４  公 募 要 件  

 仕 様 書 に 記 載 の 内 容 が 履 行 可 能 で あ る こ と 。  

５  手 続 等  

⑴  手 続 に 関 す る 書 類 の 配 布 期 間 、 配 布 場 所 及 び 配 布 書 類  

ア  配 布 期 間  

 令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ４ 月 ３ ０ 日 （ 水 ） 午 前 ９ 時 か ら 令 和

７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ５ 月 ９ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

イ  配 布 場 所  

柏 崎 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 公 開 す る 。  

ウ  配 布 書 類  

参 加 意 思 確 認 申 請 書 及 び 仕 様 書  



⑵  公 募 に 対 す る 質 問 及 び そ の 回 答  

ア  提 出 期 限  

令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ５ 月 ７ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で  

イ  質 問 方 法  

項 番 ７ に 記 載 の 担 当 課 に 電 子 メ ー ル に よ り 質 問 書 （ 様 式 は 任

意 ）を 提 出 す る 。提 出 し た 場 合 に は 、電 話 に よ る 連 絡 を 要 す る 。  

ウ  回 答 方 法  

令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ５ 月 ９ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 柏 崎

市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 。  

⑶  参 加 意 思 確 認 申 請 書 の 提 出 期 間 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法  

ア  提 出 期 間  

令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ４ 月 ３ ０ 日 （ 水 ） か ら 令 和 ７ 年 （ ２

０ ２ ５ 年 ） ５ 月 ９ 日 （ 金 ） ま で （ 閉 庁 日 を 除 く 。 ） の 各 日 午 前

９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で （ 正 午 か ら 午 後 １ 時 ま で を 除 く 。 ）  

イ  提 出 場 所  

項 番 ７ に 記 載 の 担 当 課  

ウ  提 出 方 法  

応 募 者 は 、 参 加 意 思 確 認 書 に 公 募 要 件 を 満 た す こ と を 証 す る

書 類 を 作 成 ・ 添 付 し 、 提 出 期 限 ま で に 直 接 持 参 す る こ と 。  

６  そ の 他  

⑴  参 加 意 思 確 認 申 請 書 が 提 出 期 限 ま で に 到 達 し な か っ た 場 合 は 、

無 効 と す る 。  

⑵  参 加 意 思 確 認 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て 審 査 結 果 を 通 知 す

る 。  

⑶  ⑵ の 通 知 で 、 公 募 要 件 を 満 た さ な い と さ れ た 者 は 、 通 知 を し た

日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内 に 、 書 面 に よ り 市 長 に 対 し て 公 募

要 件 を 満 た さ な い と さ れ た 理 由 に つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で

き る 。  

⑷  予 算 そ の 他 本 市 の 事 情 に よ り 、 こ の 公 募 手 続 又 は 公 募 手 続 に よ

り 行 う こ と と な っ た 指 名 競 争 入 札 を 中 止 す る 場 合 が あ る 。  

７  問 合 せ 先  

  柏 崎 市 市 民 生 活 部 環 境 課 ク リ ー ン セ ン タ ー か し わ ざ き  
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